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SHIMOTSUKE-CITY

「80歳になっても自分の歯が20本！」高齢期を元気に過ごすために、平成21年度の歯周疾患検診を、医療
機関での個別検診として次のように実施します。該当する方には、平成21年度下野市歯周疾患検診受診券
（ハガキ）を送付しますので、受診時は必ず受診券と保険証をご持参ください。

40歳、50歳、60歳、70歳の方（平成22年3月31日基準日）
※勤務先で受けられる方、現在歯周疾患を治療中の方または総義歯の方は対象になりません。
年度内1回
問診、歯周組織検査（歯周ポケット測定等）
受診券を持参し、直接医療機関で受診してください。
6月1日から10月31日まで（休診日除く）
1,000円
※歯科医院の窓口でお支払いください。ただし、70歳の方または障害者手帳をお持ちの
方は無料です。（検診当日、窓口で障害者手帳をご提示ください。）
受診した歯科医院でお聞きください。

国民健康保険事業として歯周疾患検診を行います。該当される方には受診券（ハガキ）を郵送しますので、
上記の医療機関にて受診してください。
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